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１．はじめに
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、カン
ボジアの知的財産制度のうち、商標法、著作権法を
中心に解説する。

２．総論
　カンボジアは、2011年から高い経済成長率を達成

しており、多くの日系企業が進出するなど、投資額
も急増している。このような経済発展に伴い、カン
ボジアへの特許、商標などの出願件数も増加してい
る。特に商標に関しては、2015年６月５日より、カ
ンボジアへマドリッド協定議定書に基づく商標の
国際登録出願が可能となり、今後も商標出願が増加
することが予想される。また、カンボジアは、2016
年12月に特許協力条約（PCT）へ加盟し、2017年２
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月にハーグ協定ジュネーブ改正協定へ加盟するなど、
知的財産制度の整備が急速に進められている。
　カンボジアでは、商業省が、商標、商号、地理的
表示、営業秘密等を所管し、工業手工芸省が、特許、
意匠、半導体回路配置等を所掌し、文化芸術省が著
作権を所管している。また、国家知的財産権委員会
が、国家知的財産戦略を一元的に策定している。
　2014年11月には、国家知的財産権委員会及び商業
省と日本国特許庁の間で、これまでの協力関係の
更なる強化のため、審査官などの職員の能力向上
に向けた協力について覚書が取り交わされた。ま
た、2016年７月１日より、工業手工芸省と日本国特
許庁の間で、特許の付与円滑化に関する協力（CPG：
Cooperation for facilitating Patent Grant）が開始さ
れた。さらに、2016年12月におけるPCTの発効以降、
工業手工芸省が受理した国際出願（PCT）の国際調
査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）として、
日本国特許庁を選択することが可能になった。
　最近では、2017年５月の日ASEAN 特許庁長官会
合の際に、カンボジア商業省副大臣と日本国特許庁
長官が会談し、特許の付与円滑化に関する協力や審
査官向け研修の支援について協力を進めることが合
意されている。
　今後とも、カンボジアと日本の協力関係が強化さ
れ、両国間の知的財産活動が推進されることが期待
される。

３．商標制度
　カンボジアの「商標、商号及び不正競争行為に
関する法律」は、2001年12月６日に国民議会で採択
され、2002年１月８日に上院で承認され、同年２月
７日に施行された。ここでは、この法律に基づい
て、カンボジアの商標制度について解説する。（以下、
括弧書の条文は、特に指示がない場合、カンボジア
の知的財産法の条文を示す。）
（１）保護対象

「標章」とは、「可視的な標識であって、ある企
業の商品（商標）又はそのサービス（サービスマー
ク）を識別することができるもの」（２条）として
定義されている。

また、「団体商標」とは、「可視的な標識であって、
登録出願においてその旨を指定され、かつ、当該

団体標章の登録所有者の管理下で当該標識を使用
する異なる複数企業の商品又はサービスについて、
その品質を含め出所又はその他何らかの共通の特
徴を識別することができるもの」（２条）として定
義されている。証明商標については、規定されて
いない。
　＜解説＞

カンボジアでは、商標の保護対象は、「可視的
な標識」に限定されているが、日本では、視認で
きない商標として、「音」についても商標の保護対
象とされている。

（２）登録要件

標章は、次のいずれかに該当する場合は、登録
することができない（４条）。

（a） １企業の商品又はサービスを他の企業のそれ
らから識別できない場合

（b） 公の秩序又は道徳若しくは良俗に反する場合
（c） 特に関係商品若しくはサービスの原産地又は

性質若しくは特徴に関して、公衆又は業界に誤
認を与えるおそれがある場合

（d） 国家、政府間機関又は国際条約により創設さ
れた機関の紋章、旗その他の表象、名称若しく
は略称若しくは名称の頭文字、又はそれらによ
り採用された公式の標識若しくは刻印と同一で
あるか又はそれの偽造であるか又はそれを１要
素として含む場合（ただし、それが当該国家又
は機関の管轄当局により認可されているときは、
この限りでない。）

（e） 他の企業の同一であるか若しくは類似する商
品又はサービスについてカンボジア王国におい
て周知である標章若しくはサービスと同一であ
るか又は混同を生じる程に類似しているか、又
はその翻訳を構成する場合

（f） 登録出願に係る商品若しくはサービスと同一
でなく又は類似しない商品若しくはサービスに
ついてカンボジア王国において周知かつ登録さ
れている標章若しくは商号と同一であるか又は
混同を生じる程に類似しているか、又はその翻
訳を構成する場合（ただし、それらの商品又は
サービスに関する標章の使用がそれらの商品又
はサービスと周知標章の所有者との間の関連を


